






吹田市が、どういういきさつで、財団だけではなく、この施設を創設したのかということが市役所内

で希薄になつているような感があり、この施設に指定管理者制度が適用され3年間の期間更新とな

つており、財団として長期的な展望や計画が策定できにくいと思う。土屋理事の発言にもあつたが、

27年度以降について吹田市の方針決定を待つていては遅いので、環境部で現在ペンディングとな

つているパートナーシッププラザ構想をベースに、市の方向に沿つた財団の方向性について25年

から26年にかけて検言れノたいO

以上をもつて議案の審議等を終了したので、議長は午前H時に閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、定款第39条の規定により、理事長及び監事は記%押印す

る。
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